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戸田ボートレース企業団建設工事における技術者の専任等に係る取扱要綱 

令和４年４月１日企業長決裁  

（目的）  

第１条 この要綱は、戸田ボートレース企業団が発注する建設工事（以下「企業団発

注工事」という。）において、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号。）第２

７条第２項の規定により同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工

事、戸田ボートレース企業団建設工事請負契約約款第１０条第３項の規定により現

場代理人が工事現場における常駐を要しないこととすることができる建設工事、及

び営業所における専任の技術者が工事現場における主任技術者又は監理技術者と

なることができる建設工事等に係る必要な事項を定め、もって建設工事の適正な施

工の確保を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この要綱において適用される同一の専任の主任技術者が管理することがで

きる建設工事の範囲は、建設業法施行令第２７条第１項各号のいずれかに該当す

る建設工事で工事１件の請負代金の額が３，５００万円（当該建設工事が建築一

式工事である場合にあっては、７，０００万円）以上の建設工事とする。 

２ この要綱において適用される現場代理人が工事現場における常駐を要しないこ

ととすることができる建設工事、及び営業所における専任の技術者が工事現場に

おける主任技術者又は監理技術者となることができる建設工事の範囲は、企業団

発注工事とする。 

（同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事） 

第３条 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事は、次の各号に

該当する建設工事とする。 

⑴ 次のいずれかに該当する密接な関係にある建設工事 

ア 建設工事の対象となる工作物に一体性が認められること 

イ 建設工事の対象となる工作物に連続性が認められること 

ウ 施工にあたり相互に調整を要すること 

⑵ 次のいずれかに該当する同一の建設業者が施工する建設工事 

ア 工事現場が同一の場所であること 

イ 工事現場の相互の間隔が１０キロメートル程度の近接した場所であること 

（施工における相互の調整等） 

第４条 前条第１号のウに定める施工にあたり相互に調整を要するとは、資材の調

達を一括で行う場合、建設工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場

合、建設工事の工程、資材等の変更が他の建設工事の工程、資材等に影響を与え

る場合、同時期に交通規制を実施する場合等とする。 

２ 前条第２号のイに定める工事現場の相互の間隔が１０キロメートル程度とは、

工事現場間の直線距離で１０．０キロメートル以内のものとする。 

 （同一の専任の主任技術者が管理することが出来る建設工事の数） 
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第５条 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事の数は、２件と

する。 

２ 前項の建設工事の数の算出において、次の各号に掲げる建設工事は１件とみな

す。 

⑴ 同一の建設業者が同一の場所において施工する第３条第１号に定める建設工

事 

⑵ 工期の重複する複数の請負契約に係る建設工事において、その対象となる工

作物に一体性が認められ、かつ、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約に

より締結された建設工事 

（同一の専任の主任技術者が管理する建設工事の提出書類） 

第６条 建設工事２件を同一の専任の主任技術者が管理することを希望する建設業

者は、建設工事の落札候補者（事後審査型の入札でない場合は、落札者とする。以

下同じ。）となった時点において、企業長に対し、専任を要する主任技術者の兼任届

出書（第１号様式）を提出するものとする。 

２ 建設工事２件を同一の専任の主任技術者が管理することを希望する建設業者は、

既に主任技術者として配置されている建設工事の発注者に対し、前項の書類の写し

を提出するものとする。 

３ 企業長は、第１項の書類の提出を受けた場合において、対象となる建設工事が第

３条に規定する要件を満たさないと認めるとき、又は第８条に規定する建設工事に

該当すると認めるときは、建設業者に対し、建設工事における技術者の専任等に係

る通知書（第２号様式）により、同一の専任の主任技術者が当該建設工事を管理す

ることができない旨を通知するものとする。 

（監理技術者への変更） 

第７条 企業長は、同一の専任の主任技術者が管理する建設工事において、やむを得

ない事由により専任を要する監理技術者を置かなければならなくなった場合は、主

任技術者の交代を認めるものとする。 

（同一の専任の主任技術者が管理することができない建設工事） 

第８条 第３条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建設工事は、より適正な施工

を確保する必要があることから、同一の専任の主任技術者が管理することができる

建設工事とすることができない。 

⑴ 建設工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金の額（当該下請負契

約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が４，０００万円（当該

建設工事が建築一式工事である場合にあっては、６，０００万円）以上で主任技

術者に代えて監理技術者を置かなければならない建設工事 

⑵ 戸田ボートレース企業団建設工事等低入札価格調査実施要領（令和４年４月１

日企業長決裁）で定める低入札価格調査を経て請負契約を締結する建設工事 

⑶ 前各号のほか、企業長が必要と認める建設工事 

（現場代理人が常駐を要しない期間等） 
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第９条 企業団発注工事において、次の各号に掲げる期間は、実質的に工事現場が稼

働していないと認められることから、現場代理人が工事現場における常駐を要しな

い期間、及び主任技術者又は監理技術者が工事現場における専任を要しない期間と

する。 

⑴ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機

材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの間とし、原則として、契約締結日から

１４日以内とする。） 

⑵ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、建設工

事を全面的に一時中止している期間 

⑶ 工事完成後、検査が終了（修補等が必要となった場合は、その修補等が完了し

たときとし、発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）し、事務手続、後

片付け等のみが残っている期間 

⑷ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製

作を含む建設工事であって、工場製作のみが行われている期間 

２ 前項の期間については、設計図書、工事記録等の書面により明示するものとする。 

（現場代理人が常駐を要しないことができる建設工事） 

第１０条 現場代理人が工事現場における常駐を要しないこととすることができる

建設工事は、次の各号のいずれかに該当する企業団発注工事とする。 

⑴ 請負代金の額が３，５００万円未満の建設工事（建築一式工事を含む。） 

⑵ 単価契約に係る建設工事 

⑶ 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事と認められた建設

工事 

（現場代理人が常駐を要しないとすることができない建設工事） 

第１１条 前条の規定にかかわらず、企業長は、次の各号に掲げる建設工事を現場代

理人が工事現場における常駐を要しないこととすることができる建設工事とする

ことができない。 

⑴ 現場代理人が工事現場における常駐を要しないことにより、安全管理、工程管

理等の工事現場の運営、取締り又は権限の行使に支障が生じると認められる建設

工事 

⑵ 建設工事の監督員及び現場代理人の連絡体制が確保されていると認められな

い建設工事 

⑶ 前２号のほか、企業長が必要と認める建設工事 

（現場代理人の兼任） 

第１２条 工事現場における常駐を要しないこととすることができるとされた建設

工事の現場代理人は、工事現場を戸田ボートレース場及び管理地内とする他の企業

団発注工事の現場代理人を兼任することができる。ただし、現場代理人として兼任

する建設工事の数（数の算出については、第５条の規定を準用する。）が２件を超

える場合、又は現場代理人が当該建設工事において建設業法（昭和２４年法律第１
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００号）第２６条第３項に規定する専任の主任技術者を兼任している場合は、この

限りでない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、同一の専任の主任技術者が管理することがで

きる建設工事と認められた場合において、戸田ボートレース企業団建設工事請負契

約約款第１０条第５項の規定により当該建設工事の現場代理人及び主任技術者を

同一人が兼ねるときは、当該現場代理人は、工事現場を戸田ボートレース場及び管

理地内とする他の企業団発注工事の現場代理人を兼任することができる。 

（現場代理人が常駐を要しない建設工事の提出書類） 

第１３条 現場代理人が工事現場における常駐を要しないことを希望する建設業者

は、建設工事の落札候補者となった時点において、企業長に対し、現場代理人の常

駐規定緩和に係る伺書兼現場代理人の兼任届出書（第３号様式）を提出するものと

する。ただし、第９条に規定する現場代理人が工事現場における常駐を要しない期

間については、この限りでない。 

２ 企業長は、前項の書類の提出を受けた場合において、第１０条及び第１２条に規

定する要件を満たすこと、並びに第１１条に規定する建設工事に該当しないことを

確認し、現場代理人の兼任に支障がないと判断するときは、これを認めるものとし、

第１０条及び第１２条に規定する要件を満たさないとき、若しくは第１１条に規定

する建設工事に該当するとき、又は現場代理人の兼任に支障があると判断するとき

は、建設業者に対し、建設工事における技術者の専任等に係る通知書により、現場

代理人が工事現場における常駐を要しないこととすることを認めないことを通知

するものとする。 

（建設業者の責務） 

第１４条 建設業者は、前条第２項の規定により現場代理人が工事現場における常駐

を要しないこととすることができるとされたときは、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

⑴ 現場代理人が工事現場の状況を常に把握でき、かつ、建設工事の監督員の求め

により速やかに工事現場に戻ることを可能とすること 

⑵ 建設工事の監督員と恒常的に携帯電話等により連絡を取ることを可能とする

こと 

（営業所専任技術者が工事現場の技術者となることができる建設工事） 

第１５条 建設業法第７条第１項第２号に規定する営業所における専任の技術者（以

下「営業所専任技術者」という。）が工事現場における主任技術者又は監理技術者

となることができる建設工事は、次の各号に該当する企業団発注工事とする。ただ

し、当該工事の請負代金の額が３，５００万円（当該工事が建築一式工事である場

合にあっては、７，０００万円）以上の場合は、この限りでない。 

⑴ 営業所専任技術者が配置される営業所において請負契約が締結された建設工

事 

⑵ 営業所専任技術者が工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務に
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も従事しうる程度に工事現場と営業所が近接している建設工事 

⑶ 営業所専任技術者が配置される営業所と工事現場との間で常時連絡をとりう

る体制にある建設工事 

２ 前項の営業所専任技術者が工事現場における主任技術者又は監理技術者となる

ことができる建設工事の数（数の算出については、第５条の規定を準用する。）は、

１件とする。 

（営業所専任技術者の雇用関係） 

第１６条 工事現場における主任技術者又は監理技術者を兼任しようとする営業所

専任技術者は、対象となる建設工事を受注する建設業者との間に直接的かつ恒常的

な雇用関係にある者とする。 

（営業所と工事現場の間隔等） 

第１７条 第１５条第１項第２号に定める工事現場と営業所が近接しているとは、工

事現場と営業所間の直線距離で１０．０キロメートル以内のものとする。 

２ 第１５条第１項第３号に定める常時連絡をとりうる体制とは、営業所専任技術者

が携帯電話等を所持することにより営業所及び工事現場と常に連絡が取れる状態

にあるものとする。 

３ 第１６条に定める直接的かつ恒常的な雇用関係とは、対象となる建設工事を受注

する建設業者に直接に雇用（他の建設業者等からの出向者や派遣者等を除く。）さ

れ、かつ、その雇用期間が３月以上あることとする。 

（営業所専任技術者が工事現場の技術者となる建設工事の提出書類） 

第１８条 営業所専任技術者が工事現場における主任技術者又は監理技術者となる

ことを希望する建設業者は、建設工事の落札候補者となった時点において、企業長

に対し、営業所における専任の技術者の兼任届出書（第４号様式）を提出するもの

とする。 

２ 企業長は、前項の書類の提出を受けた場合において、対象となる建設工事が第１

５条に規定する要件を満たさないと認めるときは、建設業者に対し、建設工事にお

ける技術者の専任等に係る通知書により、営業所専任技術者が工事現場における主

任技術者又は監理技術者となることができないことを通知するものとする。 

（同一の監理技術者等が管理することができる建設工事） 

第１９条 同一又は別個の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する

複数の請負契約に係る建設工事であって、かつ、それぞれの建設工事の対象となる

工作物に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約によ

り締結される場合に限る。）については、全体の建設工事を当該建設業者が設置す

る同一の監理技術者又は主任技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的で

あることから、当該複数の建設工事を一の工事とみなし、同一の監理技術者又は主

任技術者が当該複数の建設工事を管理することができる。 

２ 第１２条の規定にかかわらず、前項の建設工事について、同一の監理技術者又は

主任技術者が当該建設工事のうち１件の建設工事の現場代理人を兼ねているとき
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は、当該技術者は当該建設工事のうち他の建設工事の現場代理人を兼任することが

できる。 

（技術者の途中交代） 

第２０条 企業長は、現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者（以下「技

術者」という。）については、建設工事の適正な施工を確保するため、工期の途中での

交代を認めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、

契約の履行に支障がなく、かつ、やむを得ないと認めたときは、交代することができ

る。 

⑴ 技術者が死亡した場合 

⑵ 技術者が傷病した場合 

⑶ 技術者が出産、育児、介護等する場合 

⑷ 技術者が退職した場合 

⑸ 建設業者の責によらない理由により、建設工事の中止又は工事内容の大幅な変

更が生じ、工期が延長された場合 

⑹ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製

作を含む建設工事であって、工場から現地へ建設工事の現場が移行する時点にお

ける場合 

⑺ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

（技術者の技術力等） 

第２１条 企業長は、前条の規定により技術者の途中交代を認めるときは、交代の時

期が工程上一定の区切りと認められる時点であること、交代前後における技術者の

技術力が同等（入札公告において定めた条件に適合している等）以上に確保されて

いること、及び建設工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して技術者を工事現

場に配置する等の措置がとられ、建設工事の継続性、品質確保等に支障がないこと

を確認しなければならない。 

（監理技術者等の研修への参加等） 

第２２条 建設業法第２６条第３項に規定する専任の主任技術者又は監理技術者は、

必要な資格を有する代理の技術者の配置、工事の品質確保等に支障の無い範囲内に

おいての連絡を取りうる体制、必要に応じて現場に戻りうる体制を確保すること等

により工事現場における適切な施工ができる体制が確保される場合において、企業

長が認めるときは、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、

その他の合理的な理由により短期間工事現場を離れることができる。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。 

２ 事務の参考に、別紙「現場代理人、主任技術者、監理技術者、営業所専任技術者

の兼任について」を添付する。 

附 則 

この要綱は、企業長決裁の日から施行する。  
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別紙 

現場代理人、主任技術者、監理技術者、営業所専任技術者の兼任について 

表中の[◎]は入札告示・低入札価
格調査追加条件等による特約を除
き原則可、［〇］は必要な要件に該
当した場合のみ可、［×］は不可を
表す。 

技術者の専任を要しない工事
［請負額 3500(建築 7000) 

万円未満の工事］（Ａ） 

技術者の専任を要する工事 
［請負額 3500(建築 7000) 

万円以上の工事］（Ｂ） 

現 場
代理人

主 任
技術者

監 理
技術者

現 場
代理人

主 任
技術者

監 理
技術者

受
注
工
事
が
１
件
の
場
合

現場代理人 
[すべての企業団発注工事 

に配置]

 ◎ ◎※1  ◎ ◎ 

主任技術者 
[監理技術者を置かない 

すべての工事に配置]

◎   ◎   

監理技術者 
[下請負額 4000(建築 6000) 

万円以上の工事に配置]

◎※1   ◎   

営業所専任技術者 
[建設業許可を有する 

すべての営業所に配置]

× 〇※2 〇※3 × × × 

受
注
工
事
が
２
件
の
場
合

技術者の専任を
要しない工事 
[請負額 500(建

築 7000)万円 

未満の工事]

（Ｃ） 

現場代理人 〇※4 〇※4 × 〇※5 〇※5 × 

主任技術者 〇※4 ◎ ◎※1 〇※5 〇※6 × 

監理技術者 × ◎※1 ◎※1 × × × 

技術者の専任を
要する工事 

[請負額 500(建

築 7000)万円 

以上の工事] 

（Ｄ） 

現場代理人 〇※5 〇※5 × 〇※5 〇※5 × 

主任技術者 〇※5 〇※6 × 〇※5 〇※6 × 

監理技術者 × × × × × × 
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※１ 請負額 7,000 万円未満で、かつ下請負額の総額が 6,000 万円以上の建築一式工

事のみ該当。 

※２ ①営業所専任技術者の常勤する営業所で請負契約を締結、②工事現場と営業所

の直線距離が 10km 以内、③営業所と常時の連絡が可能、④兼任する工事が１件、

⑤営業所専任技術者の雇用形態が直接及び恒常的(３月以上)。のすべての要件に

該当。なお、営業所専任技術者が主任技術者を兼任する場合は、営業所専任技術

者が現場代理人を兼任することができないため、現場代理人は別人を配置する必

要あり。 

※３ ※２の要件を満たす請負額 7,000 万円未満で、かつ下請負額の総額が 6,000 万

円以上の建築一式工事のみ該当。なお、営業所専任技術者が監理技術者を兼任す

る場合は、営業所専任技術者が現場代理人を兼任することができないため、現場

代理人は別人を配置する必要あり。 

※４ ①請負額 3,500 万円未満の工事(建築含む)、単価契約の工事、又は同一の専任

の主任技術者による管理を認められた工事、②現場の安全管理等に支障なく連絡

体制が確保、③兼任する工事が２件で工事場所を戸田ボートレース場及び管理地

内とする企業団発注工事、④専任の主任技術者を兼任していない。のすべての要

件に該当。 

※５ ※６の要件（同一の専任の主任技術者による管理を認められた工事）を満たし、

かつ、①現場の安全管理等に支障なく連絡体制が確保、②工事場所を戸田ボート

レース場及び管理地内とする企業団発注工事。のすべての要件に該当。 

※６ ①２件の工事の間に一体性、連続性又は相互の調整が認められる、②工事現場

間の直線距離が 10km 以内、③兼任する工事が２件、④下請額 4,000 万円(建築

6,000）未満、⑤低入札価格調査案件又は特定建設共同企業体による落札でない。

のすべての要件に該当。 

※ 工事数算出は第５条第２項、当初契約付帯の随意契約に係る監理技術者の取扱は

第１９条の規定による。 

※ 破線内で各工事の現場代理人と主任技術者が兼任の場合は、２現場における配置

技術者が１名でも可。 



第１号様式（第６条関係） 

専任を要する主任技術者の兼任届出書 

  年  月  日 

（宛先） 

 戸田ボートレース企業団企業長 

所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名            印

 下記のとおり、同一の専任の主任技術者が建設工事を兼任したいので届け出ます。 

記 

主任技術者氏名  

新

た

に

配

置

す

る

工

事

専任・非専任の区分 専任  ・  非専任    ※どちらかに○をつける 

工 事 名  

工事場所  

請負代金額(予定) 金              円 

工事期間 年  月  日 ～    年  月  日 

現場代理人(予定)  

工事担当課  

既

に

配

置

し

て

い

る

工

事

専任・非専任の区分 専任  ・  非専任    ※どちらかに○をつける 

工 事 名  

工事場所  

請負代金額 金              円 

工事期間 年  月  日 ～     年  月  日 

現場代理人  

発注者・工事担当課  

工事担当者・電話番

兼 任 場 所 距離(直線)    ．   ｋｍ  ※詳細は別紙地図のとおり 

《提出に際しての注意事項》 

⑴ 本書は、契約締結前（落札候補者時点）に提出することとし、「新たに配置する工事」は企業団発注工事で、主任

技術者が「専任する工事－専任する工事」又は「専任する工事－非専任の工事」とする。「非専任の工事－非専任の

工事」は提出不要。なお、「専任する工事－非専任の工事」も、兼任できる工事の数は２件(合冊工事はその件数)と

する。 

⑵ 本書の提出の際に、「既に配置している工事」の「契約書の写し」を添付すること。 

⑶ 兼任場所は別紙で地図を提出、「既に配置している工事」と「新たに配置する工事」の場所を記載し、距離・縮尺

を明記すること。 

【企業団チェック欄】 ①②③④⑤⑥の要件に該当することを確認し、契約書(写)と地図の添付を確認 

① □ 一体性、連続性又は相互の調整が認められる   ④ □ 下請負額４千万円(建築６千万円）未満 

② □ 工事現場の相互の直線距離が１０ｋｍ以内    ⑤ □ 低入札価格調査案件・ＪＶ落札でない 

③ □ 兼任する工事の数が２件(合冊工事はその件数)  ⑥ □ 既配置工事の発注者の兼任の承諾 

【確認結果】 

 □ 兼任できる。 

□ 兼任できない。（※対象業者へ「建設工事における技術者の専任等に係る通知書」を送付する。） 



第２号様式（第６、１３、１８条関係） 

建設工事における技術者の専任等に係る通知書 

  年  月  日 

様 

戸田ボートレース企業団企業長 

［ 公 印 省 略 ］ 

戸田ボートレース企業団発注の建設工事における技術者の専任等に関して、下記のとおり通知しま

す。 

記 

１ 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事について 

年  月  日付で届け出のあった専任を要する主任技術者の兼任については、次の事 

由に該当することにより、同一の専任の主任技術者が当該建設工事を管理することができない。 

□ 密接な関係にある２以上の建設工事と認められないため 

□ 同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する建設工事と認められないため 

□ 同一の専任の主任技術者が管理する建設工事の数が２件(合冊工事はその件数)を超える

ため 

□ 下請負契約の請負代金の額が4 千万円（建築一式工事は6 千万円）以上で主任技術者に

代えて監理技術者を置かなければならない建設工事のため 

□ 低入札価格調査を経て請負契約を締結する建設工事のため 

□ 特定建設工事共同企業体が請負契約を締結する建設工事のため 

□ その他（                                   ） 

２ 現場代理人が工事現場における常駐を要しないこととすることができる建設工事について 

年  月  日付で伺のあった現場代理人常駐規定緩和による兼任については、次の事

由に該当することにより、当該現場代理人が他の工事現場の現場代理人を兼任することを認め

ない。 

□ 企業団発注工事で請負代金の額が3 千5 百万円未満の建設工事、単価契約に係る建設工

事、同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事のいずれにも該当しないた

め 

□ 兼任により工事現場の安全管理、工程管理等に支障が生じると認められるため 

□ 建設工事の監督員と現場代理人との連絡体制が確保されていると認められないため 

□ 現場代理人として兼任する建設工事の数が２件(合冊工事はその件数)を超えるため 

□ 専任の主任技術者を兼任しているため 

□ 低入札価格調査における追加条件を経て請負契約を締結する建設工事のため 

□ その他（                                   ） 



３ 営業所専任技術者が工事現場の主任技術者又は監理技術者となることができる建設工事について 

年  月  日付で届け出のあった営業所における専任の技術者の工事現場の主任技術

者又は監理技術者としての兼任については、次の事由に該当することにより当該営業所におけ

る専任技術者が工事現場の主任技術者又は監理技術者を兼任することができない。 

□ 請負代金の額が３千５百万円（建築一式工事は７千万円）以上で専任の主任技術者又は

監理技術者を置かなければならない建設工事のため 

□ 営業所専任技術者が配置される営業所において請負契約を締結する建設工事でないため 

□ 営業所専任技術者が工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しう

る程度に工事現場と営業所が近接(直線距離10km 以内)している建設工事と認められないた

め 

□ 営業所専任技術者が配置される営業所との間で常時連絡をとりうる体制と認められない

ため 

□ 営業所専任技術者が工事現場の技術者として兼任する建設工事の数が１件(合冊工事はそ

の件数)を超えるため 

□ 営業所専任技術者が受注建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあると認められない

ため 

□ その他（                                   ） 

《注意事項》 該当する記の番号に「○」を付し、その該当する事由を「■」で表示するものとする。 



第３号様式（第13条関係） 

現場代理人の常駐規定緩和に係る伺書兼現場代理人の兼任届出書 

 年  月  日 

（宛先） 

 戸田ボートレース企業団企業長

所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名             印

 下記のとおり、戸田ボートレース企業団建設工事請負契約約款第１０条第３項に規定する現場代理人が工

事現場における常駐を要しないこと及び他の工事現場の現場代理人を兼任することができる建設工事である

か否か伺います。 

また、前記伺に対する承認を受けた場合は、下記のとおり現場代理人を兼任することを届け出します。 

記 

現 場 代 理 人 

[氏名]  

[緊急時連絡先]  

[その他の連絡先]  

常

駐

緩

和

工

事

工 事 名  

工事場所  

請負代金額(予定) 金              円 

工事期間 年  月  日 ～     年  月  日 

主任技術者の専任区 専任  ・  非専任    ※どちらかに○をつける 

工事担当課  

兼

任

す

る

工

事

工 事 名  

工事場所  

請負代金額 金              円 

工事期間 年  月  日 ～     年  月  日 

主任技術者の専任区 専任  ・  非専任    ※どちらかに○をつける 

工事担当課・監督員  

兼 任 場 所 距離(直線)    ．   ｋｍ  ※詳細は別紙地図のとおり 

《提出に際しての注意事項》 

⑴ 本書は、契約締結前（落札候補者時点）に提出することとし、対象となる工事は、企業団発注工事で、工事場所を 

戸田ボートレース場及び管理地内とする。他の工事現場の現場代理人を兼任しない場合は、「兼任する工事」は空欄と 

する。 

⑵ 兼任工事は「常駐緩和工事」と既配置の「兼任する工事」の計２件(合冊工事はその件数)で「兼任する工事」の契 

約書(写)を添付。 

⑶ 兼任場所は、別紙で地図を提出、「常駐緩和工事」と「兼任する工事」の場所を記載し、距離・縮尺を明記すること。 

⑷ 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事と認められた(届出中の場合を含む。)建設工事の場合は、

「専任を要する主任技術者の兼任届出書」の写しを添付すること。 

【企業団チェック欄】 ①(いずれか１つで可)②③④のすべてに要件に該当することを確認し、⑤を実施 

 ① □ 請負金額3,500万円未満の建設工事(建築一式工事を含む)   □ 単価契約に係る建設工事 

   □ 同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事と認められた建設工事 ※届出書添付 

 ② □ 兼任による現場の安全・工程管理、運営、取締、権限の行使に支障がなく、連絡体制が確保 

 ③ □ 兼任する工事が２件(合冊工事はその件数)で全工事が企業団発注工事 

④ □ 専任の主任技術者を兼任していない(※主任技術者兼任工事の場合は除外) 

【確認結果】 

 □ 兼任を認める。（※兼任する工事の担当課に本書の写しを送付する。） 

□ 兼任を認めない。（※対象業者へ「建設工事における技術者の専任等に係る通知書」を送付する。）



第４号様式（第18条関係） 

営業所における専任の技術者の兼任届出書 

年  月  日 

（宛先） 

 戸田ボートレース企業団企業長

所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名             印

下記のとおり、営業所における専任の技術者が工事現場における技術者を兼任したいので届け出ます。 

記

技  術  者 

[氏名]  

[営業所登録業種] 

[緊急時連絡先]  

[その他の連絡先]  

配

置

す

る

工

事

現

場

技術者区分 主任技術者  ・  監理技術者    ※どちらかに○をつける

専任・非専任の区分 専   任  ・  非 専 任    ※どちらかに○をつける

工 事 名  

工事場所  

請負代金額(予定) 金              円 

工事期間 年  月  日 ～     年  月  日 

現場代理人(予定)  

契約締結営業所名  

常

勤

す

る

営

業

所

等

営業所名  

営業所所在地  

営業所連絡先  

雇用される建設業者  

雇用開始年月日 年  月  日 

雇用形態 直接雇用  ・  出向  ・  派遣  ※いずれかに○をつける 

兼 任 場 所 距離(直線)    ．   ｋｍ  ※詳細は別紙地図のとおり 

《提出に際しての注意事項》 

⑴ 本書は、契約締結前（落札候補者時点）に提出することとし、対象となる工事は、企業団発注工事で、常勤する営

業所において請負契約を締結し、工事現場と営業所間の直線距離で１０．０キロメートル以内のものとする。 

⑵ 本書の提出の際に、技術者の３箇月以上前からの恒常的雇用を確認できる健康保険被保険者証の写し等を添付する

こと。 

⑶ 兼任場所は、別紙で地図を提出、「配置する工事」と「常勤する営業所」の場所を記載し、距離・縮尺を明記するこ

と。 

【企業団チェック欄】①②③④⑤⑥のすべての要件に該当することを確認し、保険証・地図の添付を確認 

 ① □ 3,500万円(建築工事7,000万円)未満の工事    ④ □ 技術者が営業所と常時連絡が可能 

 ② □ 常勤営業所で請負契約を締結した工事      ⑤ □ 兼任する工事の数が１件(合冊工事はその件数) 

 ③ □ 工事現場と営業所の直線距離が１０km以内    ⑥ □ 雇用形態が直接的及び恒常的 

【確認結果】 

 □ 兼任できる。 

□ 兼任できない。（※対象業者へ「建設工事における技術者の専任等に係る通知書」を送付する。） 


